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凡　例  日時　 場所　 内容　 講師　 対象　 定員　 費用　 持ち物　 申し込み　 問い合わせ　 その他　 ホームページ　 Ｅメール時 所 内 講 対 定 ￥ 持 申 問 他 HP 糸

問合先内　容ところと　き名　称

自立生活支援課障害福
祉係
（☎０４２－３８７－９８４８）

専門部会の開催
について

市役所第二庁舎
８階８０１会議室
など

６月１１日（火）
１７：３０～

地域自立支援協議
会

保育課保育係
（☎０４２－３８７－９８４６）

保育計画の策定
について

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

６月１２日（水）
１９：００～

保育計画策定委員
会（※）

介護福祉課介護保険係
（☎０４２－３８７－９８２２）

地域密着型サー
ビスについて

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

６月１３日（木）
１４：００～

介護保険運営協議
会地域密着型サー
ビスに関する専門
委員会

子育て支援課子育て支
援係
（☎０４２－３８７－９８３６）

次期計画策定等
について

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

６月１８日（火）
１９：００～

子ども・子育て会
議（※）

公民館本館
（☎０４２－３８３－１１８４）

公民館事業につ
いて　ほか

公民館東分館集
会室AB

６月２７日（木）
１３：３０～公民館運営審議会

ごみ対策課減量推進係
（☎０４２－３８７－９８３５）

一般廃棄物処理
基本計画の策定
等について　ほ
か

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

６月２７日（木）
１８：００～

廃棄物減量等推進
審議会

◆◆各種審議会等の開催日程◆◆ ※保育あり（要事前申込）

 　

こ
が
ね
い
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
、

新
庁
舎
・（
仮
称
）
新
福
祉
会
館
建

設
に
お
け
る
市
民
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
等
で
示
さ
れ
た
市
民
の
皆
さ
ん

の
意
見
、
要
望
等
に
つ
い
て
議
論

し
、
基
本
設
計
上
の
課
題
整
理
に

向
け
た
見
解
、
方
向
性
を
基
本
設

計
者
に
示
す
た
め
に
開
催
す
る
も

の
で
す
。

 

第
１
回
市
民
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

（
テ
ー
マ
＝
ひ
ろ
ば
の
使
い
方
を

考
え
よ
う
）
等
に
つ
い
て

 

６
月
６
日
（
木
）
午
後
７
時　
３０

分
～
９
時

 

市
役
所
本
庁
舎
３
階
議
会
応
接

室
 

▽
保
育
あ
り
（
１
歳
以
上
の
未

就
学
児
。
６
人
）
▽
手
話
通
訳
あ

り
※
い
ず
れ
も
６
月
３
日
ま
で
に

要
事
前
申
込

 

当
日
直
接
会
場
へ

 

企
画
政
策
課
企
画
政
策
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
０
０
）

０４２

３８７
第
１
回
こ
が
ね
い
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
を
傍
聴
し
ま
せ
ん
か

内時所他申問

 　

固
定
資
産
評
価
員
に
、
住
野
英

進
副
市
長
が
令
和
元
年
第
１
回
市

議
会
臨
時
会
に
お
い
て
、
議
会
の

同
意
を
得
て
、
５
月　

日
付
け
で

１６

就
任
し
ま
し
た
。

 

職
員
課
人
事
研
修
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
０
８
）

３８７
 　

小
金
井
の
魅
力
を
積
極
的
に
情

報
発
信
す
る
市
民
レ
ポ
ー
タ
ー
を

募
集
し
ま
す
。

 

イ
ベ
ン
ト
の
取
材
、
ブ
ロ
グ
の

入
力
・
編
集
な
ど

 

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方

 

若
干
名

 

謝
礼
あ

り
 

６
月　
１４

日
ま
で

に
、
電
話

ま
た
は
直
接
、
観
光
ま
ち
お
こ
し

協
会
（
☎　

儿　

儿
３
９
８
０
）

０４２

３１６

へ 固
定
資
産
評
価
員
に

住
野
英
進
副
市
長
が
就
任

問市
民
レ
ポ
ー
タ
ー
募
集

内対定他申

 　

調
査
期
間
を
令
和
元
年
６
月
～

令
和
２
年
３
月
と
し
て
、
経
済
セ

ン
サ
ス
基
礎
調
査
が
、
全
国
一
斉

に
行
わ
れ
ま
す
。

　

調
査
対
象
と
な
る
の
は
、
農
林

漁
業
を
除
く
、
す
べ
て
の
事
業
所

で
す
。
６
月
か
ら
順
次
、
調
査
員

が
事
業
所
の
活
動
状
態
の
確
認
を

行
い
ま
す
。
新
た
に
把
握
し
た
事

業
所
な
ど
一
部
の
事
業
所
に
は
調

査
員
が
調
査
票
を
持
っ
て
伺
い
ま

す
の
で
、
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
統
計
法
に
基
づ

い
て
実
施
さ
れ
る
国
の
重
要
な
調

査
で
す
。
な
お
、
調
査
の
結
果

は
、
国
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
に

お
け
る
行
政
施
策
の
立
案
や
、
民

間
企
業
に
お
け
る
経
営
計
画
の
策

定
な
ど
、
社
会
経
済
の
発
展
を
支

え
る
基
礎
資
料
と
し
て
広
く
利
用

さ
れ
ま
す
。

 

総
務
課
庶
務
係
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
０
５
）

経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
に

ご
協
力
を

問

国
民
健
康
保
険
税

国
民
健
康
保
険
税
のの

税
率
等
を
改

　
　
　
　

税
率
等
を
改
定定

令和元年度国保税　税率等改定内容
備考令和元年度平成３０年度区　　分

▷医療分の所得割および課税
限度額を改定しました
▷後期高齢者支援分の所得割
および均等割を改定しました
▷介護分の所得割および均等
割を改定しました
▷軽減措置の５割および２割
の対象世帯を拡充しました
※１　軽減措置においては、
世帯内の国保加入者（国保に
加入していない世帯主および
特定同一世帯所属者も含む）
全員の所得合計額である軽減
判定所得を使用します
※２　特定同一世帯所属者と
は、国保から後期高齢者医療
制度へ移行された方で、後期
高齢者医療の被保険者となっ
た後も引き続き同一の世帯に
属する方をいいます

５.５５％５.５０％所得割
医療分 ２６,０００円均等割

６１０,０００円５８０,０００円課税限度額
２.０５％１.９５％所得割

後期高齢
者支援分 １３,０００円１４,０００円均等割

１９０,０００円課税限度額
２.００％１.９０％所得割介護分

（４０〜６４
歳の方）

１５,０００円１６,０００円均等割
１６０,０００円課税限度額

３３万円以下の世帯７割

軽減措置
※１

３３万円＋（２８万円×
被保険者および特定
同一世帯所属者の
数）以下の世帯

３３万円＋（２７万５千
円×被保険者および
特定同一世帯所属者
※２の数）以下の世
帯

５割

３３万円＋（５１万円×
被保険者および特定
同一世帯所属者の
数）以下の世帯

３３万円＋（５０万円×
被保険者および特定
同一世帯所属者の
数）以下の世帯

２割

　

国
民
健
康
保
険
（
以
下
「
国

保
」
）
制
度
は
、
加
入
す
る
皆
さ

ん
が
負
担
し
合
う
国
保
税
と
国
お

よ
び
都
、
市
か
ら
の
負
担
金
な
ど

を
財
源
に
、
医
療
費
の
一
部
を
負

担
す
る
助
け
合
い
の
制
度
で
す
。

　

国
保
は
、
被
保
険
者
の
年
齢
構

成
が
高
く
、
医
療
費
水
準
が
高
い

等
の
課
題
を
抱
え
、
厳
し
い
財
政

状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
安
定
し
た
国

保
財
政
運
営
を
継
続
し
て
い
く
た

め
、
令
和
元
年
度
国
保
税
の
税
率

お
よ
び
課
税
限
度
額
を
改
定
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
併
せ
て
課
税
限
度
額
の

引
き
上
げ
、
低
所
得
世
帯
に
対
す

る
軽
減
措
置
の
拡
充
を
実
施
し
ま

す
。

　

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に
は
ご
負

担
を
お
願
い
す
る
こ
と
と
な
り
ま

す
が
、
国
保
財
政
の
厳
し
い
状
況

を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
な
お
、
令

和
元
年
度
国
保
税
納
税
通
知
書

は
、
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

計
算
方
法
等
詳
細
に
つ
い
て

は
、
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く

か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

 

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
２
）

０４２

３８７

問

%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

　平成３１年度（平成３０年分）の
市民税・都民税税額決定・納
税通知書を６月１０日に発送し
ます。
　第１期の納期限は、７月１
日です。税額決定・納税通知
書が届きましたら、ご確認の
うえ、納期限までの納付をお
願いします。

　また、平成３１年度市民税・
都民税課税（非課税）証明書
は、６月１０日から発行できま
す。
　なお、同通知書ならびに同
証明書の課税年度は、平成表
記となります。
 市民税課市民税係（☎０４２
－３８７－９８１９）
問

平成３１年平成３１年度度
市民市民税税・・都民税税額決定都民税税額決定・・

納税通知納税通知書書

コーナコーナーーコーナコーナーー
ちょうけいちょうけちょうけいい

%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

【長期計画審議会
　公募委員選任結果】
　公募委員選考基準に基
づき、次の方々を委員に選
任しました。
渇中村彰宏さん、上原和さ
ん、森文香さん、高野博美
さん（いずれも公募市民）
【「１８３９会議」参加者を
　無作為抽出方式で募集】
　計画策定に当たり、ライ
フステージの大きな変化
がある１８～３９歳の市民の
皆 さ ん の 意 見 を 聴 く
「１８３９会議」を開催しま

す。無作為に抽出した市
民の方へ５月末より案内
を送付し、応募があった方
から３０人を選出します。
 令和元年５月１日現在
１８歳～３９歳で、住民基本台
帳から無作為に抽出した
１,０００人の方
■返送方法応募用紙に必
要事項を明記し、同封の返
信用封筒で返送してくだ
さい
－◇共　通◇－

 企画政策課企画政策係
（☎０４２－３８７－９８００）

対

問

　令和３年度からの新たな最上位計画である第５次基本
構想・前期基本計画（長期総合計画）を策定するに当た
り、今号から関連情報を掲載します。
　詳しくは市ホームページをご覧ください。（上記QRコ
ード）


